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（開議時間 午前９時27分）  

○議長（大橋三男君） おはようございます。 

 平成30年第３回養老町議会定例会を再開するに当たり、議員並びに執行部各位には、

御多用のところ御出席を賜り、ありがとうございます。 

 開議に先立ち、町民憲章の朗唱を行います。全員の御起立をお願いします。傍聴者の

皆様も御一緒にお願いをいたします。 

―― 「町民憲章」朗唱 ―― 

○議長（大橋三男君） ありがとうございました。御着席ください。 

 本日の会議は、全員出席であります。 

 なお、本日の会議の状況をケーブルテレビによる録画放映のため、ＣＣＮｅｔ係員の

議場への入場及び収録を許可いたしました。 

 ただいまから平成30年第３回養老町議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第127条の規定によって、３番 長澤龍夫君、５番 三田正敏君を指名いた

します。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の日程は、お手元に配付してあるとおりでございます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 次に、日程第３、町政一般に関する質問を行います。 

 なお、一般質問は養老町議会会議規則第56条第１項の規定に基づき、議員１人当たり

の質問・答弁の時間を60分以内といたします。 

 それでは、３名の議員から質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 最初に、13番 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） それでは、発言の許可を得ましたので、通告に基づき２件で

質問をいたします。 

 最初に、大型作業所の不適切な事務処理について伺います。 

 ５月28日、自宅に差出人のない茶封筒が届きました。概要は、大型作業所の通帳の入

金や出金状況に虚偽の会計処理が行われ、事実かどうか調べると事件になることは間違

いない。また、通帳は監査の対象外となっている案件であるため、表面化しないとも書

かれていました。これまで私や当支部に寄せられたこのような封書は、調査をし、町政

をただしてほしいとの住民の願いが託された案件ばかりでした。 

 31年前、議員になり最初に届いたのは、今では考えられないことですが、納税通知書
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が自治会で各世帯に配付されており、世帯主が納税していれば黒色の氏名で、滞納して

いれば赤色の氏名で印字されていたのです。税を納めないのは申しわけなく思っていま

す。でも、生活が苦しくて払いたくても払えないのです。赤字での氏名を検討していた

だけないでしょうかというものでした。 

 それからも、図書利用カードを発行するのに100円を申請者から取るのは、図書館法

17条に抵触した行為ではないか。教育施設の天井に、まだ発がん性物質のアスベストが

除去されていない。改良住宅の不正入居問題、又借り者と又貸し者との間で町の規定料

金の数倍も高い不正家賃の金額が契約されており、大家は誰かと問いたい。斎苑横領事

件については、けじめのある町政にしてほしい。また、議会はけじめをつけさす議会で

あってほしい。そして昨年、マイナンバーを書かないと町からの手当が支給されないと

書かれた交付申請書が届いたが、適切かというものなど、一つ一つが、いわゆる怪文書

やガセネタ的な要素はありませんでした。 

 私はこの大型作業所の内容を６月議会で取り上げるつもりで調査に入りました。大型

作業所の建物の確認、直接担当していた職員の方への聞き込み、通帳の存在の有無など。

しかし、取り上げるには時期尚早か、あるいは今回封書の信憑性への信頼も揺らぎそう

になり、行き詰まってしまいました。 

 ７月17日11時から役場４階の北委員会室で現担当課長から、この事務が担当者任せに

なっていたこと。前課長の決裁もなかったこと。平成29年７月から平成30年３月末まで

の使用料約80万円が不適切に管理されていたことの報告とおわびがありました。 

 ８月29日４時ごろ、副町長室でこれまでの町の調査報告と記者発表も含めた今後の対

応についての報告があり、９月６日議会全員協議会で全議員へ初めて報告されたのです。 

 前段が長くなり恐縮ですが、質問に入ります。 

 １．平成30年４月13日に担当課で事案が発覚したにもかかわらず、町長への報告が６

月中旬になったのはなぜか。また、事案に関する公金等管理適正化委員会の発足はいつ

立ち上げ、どのような詳細把握を行ったのか。 

 ２．部課長や全職員への情報共有はいつ、どのように行われたのか。 

 ３．平成25年５月30日に公金等管理適正化に係る公金取扱チェックマニュアルは、全

職員や新規採用職員にどのように周知されてきたか。 

 ４．平成29年度に限らず、同作業所運営委員会の収支に係る金銭出納簿が整理されて

いない旨の報告を受けているが、解明の進捗は。また、金銭出納簿の正規の事務処理を

どのように処理するのか。 

 ５．再発防止と町民への信頼回復の課題をどうお考えでしょうか。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君、答弁。 

○町長（大橋 孝君） ただいまの水谷議員の御質問に回答いたす前に、この場をおかり

いたしまして、このたびの事案について一言おわびを申し上げたいと思います。 



－４７－ 

 今回の大型作業所の不適切な事務処理については、法令を遵守すべき公務員としてふ

さわしくない行為であり、町の信用を失墜させ、町民の皆様の信頼を裏切ることとなり、

心より深くおわびを申し上げます。 

 なお、水谷議員の５番の質問に関しましては、関連がございますので、後先になりま

すが、先に私ほうから回答をさせていただきます。 

 このような事態を未然に防げなかったことは、過去の清華苑での事件を教訓として生

かし切れておらず、職員の認識が甘かったものと捉え、課題は大きなものと受けとめて

おります。 

 これを受け、使用料の取り扱いについては、職員が現金を取り扱うことのないよう事

務改善を行い、適正な管理を徹底するとともに、全職員に対し、再発防止に向けて公金

等取扱チェックマニュアルの遵守を徹底したところでございます。 

 今後は二度とこのような事態が発生することがないよう、改めて法令の遵守を周知・

徹底し、職員一丸となって一日も早く町民の皆様の信頼回復が得られるよう再発防止に

取り組んでまいりたいと存じます。 

 なお、この後、御質問１から４番に関しましては、副町長より、担当課長より回答さ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（大橋三男君） 副町長 柏渕裕昭君、答弁。 

○副町長（柏渕裕昭君） 初めに、まず１番の町長の報告が６月中旬になったのはなぜか。

また、公金等管理適正化検討委員会の発足は、いつ立ち上げ、どのような詳細把握を行

ったかについて御回答いたします。 

 担当課においては、公金等管理台帳を作成するに当たり、関係書類を確認する中で不

適切な事務処理があったことが判明しました。その後、事案の全容を把握するため、関

係職員への聞き取りを初め、書類の整理、確認を行うなど、担当課内において一定の調

査を行い、町長に対する最終報告書の提出が６月中旬になったということでございます。 

 こうした事案が発生したことにつきましては、発覚当時において町長に報告しており、

その後の経過につきましても、新たな事実が把握される都度、報告してまいりました。 

 また、大型共同作業場使用料の取り扱いについて、通帳の記帳をしなかったことや、

課等の長による決裁を受けずに通帳での出入金手続を行っていたことは、公金等取扱チ

ェックマニュアルのルールに従っていない不適切な事務処理事案に該当することから、

６月18日、私を委員長として会計管理者、総務部長、住民福祉部長、産業建設部長、教

育委員会事務局長、消防長、総務課及び会計課の職員で構成される養老町公金等管理適

正化検討委員会を立ち上げ、今回の事案の事実確認と現状の把握等に努めることとなり

ました。 

 そして、この検討委員会において、関係書類や通帳の確認を行うとともに、関係職員

に対し聞き取り調査を行ってまいりました。 
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 ２番目の部課長や全職員への情報共有は、いつ、どのように行われたかということで

ございますが、７月の部長会議において公金等の取り扱いについての再点検を指示し、

９月３日に開催した課長会議におきましても、公金等管理適正化に係る公金等取扱チェ

ックマニュアルを全職員に配付し、適正な公金管理について再度遵守するよう周知・徹

底を図ったところでございます。 

 また、９月６日の議会全員協議会での説明、９月７日の記者発表を受け、９月14日に

開催した部長会議において、今回の概要について全職員にて情報共有し、改めて再発防

止に向けて徹底したところでございます。 

 次に、３番目の平成25年５月30日に公金等取扱チェックマニュアルをしましたけれど

も、全職員や新規職員にどのように周知されてきたかということでございますが、平成

25年７月１日の部課長会議におきまして、チェックマニュアルの内容を説明し、全職員

に対してその周知を行いました。 

 それ以降は、毎年４月１日現在の現金等の管理状況を把握するため、年度当初の課長

会議で各課における公金等管理台帳の作成を指示するなど、チェックマニュアルの周

知・徹底を図っております。加えて新規採用職員につきましては、年度初めの初任者研

修において公務員倫理及びコンプライアンス研修も実施し、公務員としての自覚と責任

について指導をしております。 

 ４番目の金銭出納簿につきましては、農林振興課長が回答いたします。以上でござい

ます。 

○議長（大橋三男君） 松岡農林振興課長、答弁。 

○産業建設部農林振興課長（松岡弘泰君） それでは、４番目の金銭出納簿の事務処理に

関しましては、担当課の私のほうから御回答させていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 担当課としまして、不適切な事務処理が発覚して以降、これまでに施設使用料等につ

きましては、金融機関に依頼しまして集金する体制に変更いたしました。支払いにつき

ましては、可能な限り口座から引き落としされるように改めまして、極力、職員が現金

を取り扱わないように改善してきました。 

 また、現金の保管や納入等に関しましても、公金等取扱チェックマニュアルに基づき、

当日処理を原則とし、複数の職員により確認を行うよう改善してきたところでございま

す。 

 なお、同作業場運営委員会の収支に係る金銭出納簿についてですが、金銭の収入につ

きましては納入通知書を使用するとともに、支出につきましては、支出命令書を作成い

たしまして、金銭出納簿により出納を管理しております。 

 また、議員御質問の金銭出納簿の正規の事務処理についてですが、町会計規則におい

ては、継続して資金前渡を受けた場合に、出納の都度、現金出納簿に記載することと規
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定されていることから、運営委員会の出納につきましても、町の規則の取り扱いに準じ

まして、金銭の出入りの都度、処理しなければならないものと考えております。以上で

ございます。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） それでは、再質問を行います。 

 ４月13日に発覚いたしました。今の副町長の答弁で、町長には発覚時に報告をしてい

るということでございました。それにもかかわらず、全議員への報告が９月６日になっ

たのは、町長の指示でしょうか。 

 ２番目は、公金等管理適正化委員会の調査内容の公開を議会に提出すべきと考えます

が、そのお考えについて伺います。 

 ３．大橋町長のもとで役場内の組織改革として部制がしかれました。その目的は、各

部において部を構成する各課が連携しながらスピード感を持ち、課題解決に取り組むこ

とのメリットを強調されましたが、今事案も含めどう評価されているのでしょうか。 

 平成29年６月以降から約９カ月も不適切な会計処理をしていることに、当時の担当職

員は平常心で公務を遂行していたとは思えません。公務上の悩み、課題の相談に対し、

上司、同僚間が希薄になっているのではないでしょうか。 

 ４．平成26年の施政方針で、町長は、昨年は公金横領や時間外勤務手当未払い問題な

ど職員の不祥事が相次いだことから、高い倫理観、使命感を有し、町民から信頼される

職員を育成するため、職員研修の実施、コンプライアンス（法令遵守）の徹底に向け取

り組むと表明されています。しかし、町長と職員の公務労働との間に乖離があるとお考

えではありませんか。 

 ５．公務の特徴として、慣例や前例がないと町民の要望を切り捨てることが多くあり

ませんか。「そんなことがわからないの」と町民の声に耳を貸さないことはありません

か。昨年並みに予算を使えば、無難に同じ企画と計画をすればいいというような、改善

に努力することを怠っていませんか。 

 私は町民の信頼を得るということは、今申し上げましたことに真摯に向き合うことだ

と考えますが、御答弁をいただきます。 

○議長（大橋三男君） 副町長 柏渕裕昭君、自席で答弁。 

○副町長（柏渕裕昭君） １番目の、まず全議員さんへの報告が９月６日になったのは町

長の指示かと、公金等管理適正化検討委員会の調査内容の公開を議会に提出すべきと考

えますがという質問でございますけれども、今回の事案が発覚して以降、速やかに所管

課において通帳や関係書類の確認及び調査、担当職員への聞き取り調査を行った上で、

事態の全容解明に努め、調査内容の精査を行いました。 

 また、公金等管理適正化検討委員会におきましては、別の視点で調査をする必要があ
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るため、本委員会の構成メンバーにて所管課同様に最初から調査を行い、問題発生の原

因究明及び調査内容について事実確認を行うのに相当の時間を要しました。 

 そして、８月24日に公金等管理適正化検討委員会において調査・検討を行い、今後の

取り組みについて協議を行い、それと並行して８月30日に懲戒処分審査委員会を開催し、

関係職員の処分の内容を審議いたしました。それまでの経緯に至るまで相当の期間を要

し、全議員さんへの報告が９月６日になったということでございます。 

 また、２番目の御質問のほうですが、大型共同作業場の収支に係る関係書類等の精査

につきましては、原課の町長に対する最終報告書とは別に、納入通知書や通帳、レシー

ト、領収書等の確認など独自の目線で調査したほか、当事者や関係者に対する聞き取り

調査につきましても、先入観を持たずにヒアリングを行いました。そして、その結果に

つきましては、９月６日の議会全員協議会で報告した内容と同じであります。改めて町

議会に提出するには及ばないものと考えております。 

 ２番目の部制が引かれて、今回の事案も含めどう評価されるのかということでござい

ますが、住民の利便性の向上や事務の効率化、横断的な施策、事業への効果的な対応を

図ることを目的として平成24年度より部制を導入し、各部とも事務事業の増大化、複雑

化、高度化など多くの困難な行政課題を解消すべく取り組みを進めてまいりました。 

 また、業務を遂行する上で慎重に対応すべき案件などは、関係部長を中心に相談や検

討を実施し、部内の連携強化に努めてまいりました。 

 今回の事案につきましては、現金の取り扱いを一人の職員に任せていたことも原因の

一つであります。今後は複数の職員が目を通すといったチェック体制を強化するととも

に、さらなる部内・部外を含めた組織全体として連携強化や情報共有など、適正な業務

履行に努めていきたいと考えております。 

 それから公務上の悩み、課題の相談に対し、上司、同僚間が希薄になっていないだろ

うかと、こういった質問でございますが、毎年、セルフケアのさらなる充実化及び働き

やすい職場環境の形成を目的といたしまして、労働基準法に基づき、産業医を実施者と

して全職員を対象にストレスチェックを行っております。 

 そのチェック項目に、上司及び職場の同僚からのサポートについての設問がございま

す。上司及び職場の同僚に対し「気軽に話ができる」との回答率は約50％、「困ったと

きにどのぐらい頼りになるか」については、上司は65％、職場の同僚は70％という回答

結果が出ております。 

 以上の回答結果から、上司及び職場の同僚間がそれほど希薄になっているとは考えら

れませんが、しかしながら、そうではないという回答のほうも相当数あることは真摯に

受けとめなければならないと考えております。 

 今後はストレスチェックの結果を受け、産業医と連携しつつ、必要に応じて事後指導

を行うなど、よりよい職場の人間関係を構築できますよう、働きやすい職場環境に努め
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てまいりたいと存じます。 

 ３番目以降につきましては、町長が回答いたします。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） それでは、私のほうから３番目の、私と職員の公務労働との間に

乖離があるという考えにはならないのかという問題と、そしてその次、４番目の慣例や

前例で片づけているというようなことになろうかと思いますけれども、このような事態

を未然に防げなかったというのは、過去の清華苑での事件を教訓として生かし切れてい

なかったもので、職員の認識の甘さから引き起こしたものであり、養老町の信用を失墜

させる行為であったと受けとめております。 

 今後は二度とこのような事案が発生することがないよう、公金等取扱チェックマニュ

アルに基づく適正な管理を周知・徹底するとともに、改めて法令を遵守すべき公務員と

しての自覚と認識を持ち、職員一丸となって再発防止に取り組んでいく所存でございま

す。 

 職員の不祥事は、町政に対する町民の信頼を失墜させ、今後の行政運営に影響を及ぼ

すものであることから、職員一人一人が法令を遵守し、職務外での日常生活も含め、み

ずからの行動を律し、町民から信頼される高い倫理観を持たなければならないと考えて

おります。これまでの不祥事を職員一人一人が自分のこととしてしっかり向き合い、再

発防止に向けた担い手であるという認識を持つことが必要でございます。 

 また、職員一人一人がいま一度原点に立ち返り、よりよい行政サービスの提供者であ

るとの自覚を持ち職務に遂行すべきであります。このことは、町民からの信頼があって

こそ成り立つことでありますので、常に念頭に置いて取り組んでまいりたいと存じます。 

 さらには、これまでの業務を漫然と繰り返すことは形骸化してしまいますので、必要

に応じて事務改善を行い、また慣例や前例がない事象については、職員間と情報共有し

ながら、法令を遵守した誠実かつ適正な職務とよりよい行政サービスに努めてまいりた

いと存じます。以上でございます。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） 最後の質問になります。 

 まず１点目は、公金等管理適正化委検討委員会の調査報告では、本来あるべき通帳残

高175万5,303円と実額169万2,544円の差額６万2,759円は、前課長が弁済したとしてい

ます。知り合いの税理士によれば、組合の運営でも町が管理する通帳は、町の一般会計

や特別会計と同様な会計処理が求められること。金銭出納簿を整理し、公にした上で、

前課長が責任をとり得る弁済方法は最後の手段としてあり得るかもしれないが、本来な

ら損失した不明金として上げる。その上で補填金として上げるべきであり、公にしてい

ない段階で相殺することは考えられないということでした。このような会計処理は、斎
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苑横領事件のときも盗難とされる360万円の会計処理にもありました。 

 公金処理に対する認識が甘かったと町長は私の質問に答弁されましたが、何ら町長御

自身の教訓になっていないのではありませんか。議会に報告する前に、このような会計

処理を了承した町長御自身の責任を問いたいと思います。 

 ２点目は、けじめのある町政、けじめをつけさせる議会と言えば、養北認定こども園

の運営主体であった民間園が撤退する事案がありました。町長は一日も早い開設が私の

責任と、みずからに地方公務員法に基づく処分を科されませんでした。 

 今回も、私たちは公金等管理適正化検討委員会の副町長からの報告を受け、町長から

は、この件について、きょう冒頭で報告し、謝罪をされたわけでございます。平成30年

９月７日の記者発表資料として、議員に渡された町長コメント、今回の養老町大型共同

作業所の不適切な事務処理については、使用料の取り扱いについて、平成25年に策定し

ました公金など取扱チェックマニュアルに基づき、適正な管理に取り組んでいる中、ま

た法令遵守すべき公務員としてふさわしくない行為であり、養老町の信用を失墜させる

行為であります。本町職員の認識の甘さから、このような事態を引き起こしたことは、

町民の信頼を裏切る行為であり、町民の皆様に心からおわびを申し上げます。今後はこ

のようなことがないよう、全職員で再発防止に取り組んでいきますという町長記者コメ

ントと同じ内容のコメントでございました。 

 ３月まで当町に副町長として赴任されていた県職の長谷川氏は、このような事案は速

やかに公表し、その後、調査に入ってもよい。そして最終報告を再度公表する、このこ

とが大切だと話されていました。 

 それから、公務の特徴として先ほど述べましたが、公益性と非営利性について、私た

ちは総務民生委員会が８月30、31日と自治体予算を考えるをテーマで参加した研修会場

で、総務省などを歴任された金崎健太郎氏に質問をしました。 

 水谷質問、「役場の公務は公益性と非営利性の中で、職員のコスト意識が希薄してい

るのではないかと思うことが多々あります。意識改革についてどのようにお考えです

か」。金崎氏、「職員は、前例踏襲に流され融通かきかないことや創意工夫がない。威

圧的で態度が悪いと言われるが、特に議員の皆さんに伝えたいのは、住民のさまざまな

要求に対し、前例を打ち破り、困難な課題に挑戦している職員に対して、大いに褒めて

いただきたい。市民の行政への信頼が大きく培われるのです」旨の答えをいただきまし

た。 

 こんなことがありました。 

 ６月、関ケ原町の北地区で水道水が濁り困っているとの情報が寄せられ、養老町が第

３ポンプ場で行った水道管の洗浄のことを同僚議員に話しました。９月13日午後１時半、

同僚議員が町の水道課の職員からレクチャーを受けました。私は同席できませんでした

が、後日連絡が入り、「養老町の職員の方はよく勉強されているね。参考になることが
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本当に多かったよ。９月議会に生かせるわ。よろしく伝えておいて」とのことでした。 

 今回の不適切な会計処理で、雑穀組合の方々にも御心配や御迷惑、町の信頼を失墜さ

せました。町民からは、斎苑に続き、またかとの声が聞かれます。議会にも、本来なら

５月臨時議会や６月中にこの件で報告をする責任が町にはあったはずです。 

 私がこの封書を受け取ったとき聞いていれば、いろいろな調査で費やす時間もなかっ

たというふうに思いますし、この封書の間違っていることも気がついたわけです。再度

マニュアルの見直しなどをすべきです。頑張っている職員の方もたくさんおられます。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） 今回の事件について、私の責任ということでございますけれども、

これまでの繰り返しということになりますけれども、町といたしましては、公金ではな

いものの、職員が組合の通帳の管理に携わっていた際に、不適切な事務処理が発生した

という事実を重く受けとめ、内部調査を行った上で、公金等管理適正化検討委員会を立

ち上げ、その内容について検証を行ってきたところでございます。 

 今回、問題となった組合の通帳は、町から補助金を受け取るようなものでもなく、あ

くまでも施設利用料や施設運営に係る経費について支出する組合固有の財産でございま

す。こうした通帳において何らかの問題が発生した場合、その処理や対応については、

当然のことながら当事者である組合と町とが協議した上で対応すべきものと考えます。 

 そういったことから、今回の不明金の処理については、まずは組合との協議を優先し、

組合の意向を確認した上で不明金の弁済を行ったものであり、その弁済については、先

ほど回答したとおりでございます。 

 議会に対する御報告がおくれましたことについては、まことに申しわけなかったと考

えておりますが、斎苑の事件があったがゆえに事態の把握、対応、事後処理等に万全を

期し、関係職員の処分を行った上での報告となったことについては、御理解をいただき

たいと存じます。以上でございます。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） それでは、２件目の質問に入ります。 

 台風21号における停電対応と課題について伺います。 

 今回の台風21号で、かつてない長時間の停電を多くの世帯が経験することになりまし

た。町長は今議会開会の冒頭で、台風21号における大きな被害はなかったが、災害はい

つでも来るとの認識で自助・共助を理解し、養老町から一人の犠牲者も出さない施策が

一番大切なことと挨拶をされました。私の聞き間違いだったでしょうか。公助の言葉は

なかったように思います。 

 災害対策基本法の第１条には、この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を

災害から保護する。防災に関し基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機
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関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、

災害予防、災害対応対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置、その他必要な災害

対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、

もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とすると定めています。

つまり、国民、町民の生命、身体及び財産を災害から保護すると責任の所在を明確にす

るというのが重要なキーワードです。誰が何をやるのか、どのような権限で責任を果た

すかを明確にすることが明記されています。 

 1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、減災ということが言われるようになりまし

た。各県の防災担当者は、10年かけて犠牲者を半分に減らすという減災目標を提示しま

した。2011年の東日本大震災の後、減災目標をつくり直し、10年かけて被害犠牲者を８

割減らすといったアクションプランもつくられました。ところが、残りの２割の犠牲者

は仕方がないとの考え方が対策への詰めを甘くしました。やはり犠牲者をゼロにすると

いう高い目標を掲げる気概が求められています。町長の冒頭挨拶が単なる言葉だけでは

なく、原点である防災に立ち返る働きの言葉であることを確信したいと思います。 

 質問に入ります。 

 １点目は、町内の停電の状況と町の対応について伺います。 

 ２点目は、避難所における自家発電の今後の計画について伺います。避難所の開設は

非常に混乱した状況の中で開設することが余儀なくされます。まして夜間で停電となれ

ばなおさらです。避難所が避難所として機能を持つ整備は、どう計画されているのでし

ょうか。 

 ３点目は、防災の専門家も指摘するように、多くの国民がスマホで情報収集をする時

代になりました。ある専門家は、災害時の必需品として小銭とスマホ充電用モバイルバ

ッテリーといいます。具体的には１家に１台、防災リュックに入れておく。多子世帯へ

の補助、町防災メール登録者への無償配付を提案するものですが、その見解を求めたい

と思います。 

○議長（大橋三男君） 中島総務課長、答弁。 

○総務部総務課長（中島恵美君） ただいまの水谷議員の御質問に対して、総務課のほう

より回答をさせていただきます。 

 １点目の町内の停電の状況と町の対応についてということですが、養老町内におきま

しては、９月４日の昼ごろから停電をし、一時最大5,700戸にまで達し、復旧作業は５

日から始まりましたが、完全復旧は７日の昼ごろとなり、長時間を要する作業となりま

した。 

 この間、町民の方からは、停電の原因となる電線への倒木等について多数情報をいた

だき、職員が現地確認の上、中部電力や関係機関へ早期復旧の依頼をしたほか、停電の

状況や復旧見込みのお問い合わせも多数あったことから、中部電力からの情報提供やホ
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ームページの情報をもとに対応をいたしました。 

 また、９月５日には中部電力から、説明、連絡調整要員といたしまして職員１名が役

場へ派遣されました。今後もこのような中部電力との連携を強化してまいりたいと存じ

ます。 

 さらにスマートフォンなど携帯電話の充電が切れ、災害に関する情報がなくなってし

まうことや、熱中症が懸念されたため、今回、中央公民館や町民会館の施設を開放いた

しました。 

 ２点目の避難所における自家発電の今後の計画についてということでございますが、

全避難所に自家発電装置を配備することは理想ではありますが、費用面ですとか、あと

設置場所など現状では課題が多いと思われます。当面は状況に応じて各地区の防災備蓄

倉庫や役場庁舎のポータブル自家発電装置の持ち運びや、公用車のシガーソケットから

電源をとるなどして、非常時における何らかの対応ができないか検討してまいりたいと

存じます。 

 また、自主防災隊が防災活動に必要な資機材の整備費用の一部を助成する制度といた

しまして、養老町自主防災組織防災用資機材整備補助金制度がございます。ポータブル

発電機も対象となってきますので、各地区の防災隊においてこの制度を御活用いただけ

ればと存じます。 

 ３点目のスマホ充電用モバイルバッテリーの無償配布についてということでございま

すが、スマホ充電用のモバイルバッテリーにつきましては、単３乾電池から充電できる

安価なものから、ソーラーバッテリーによる高価なものまで、さまざまなものがござい

ます。モバイルバッテリーにつきましては、防災リュックに常備されていると思われる

懐中電灯やラジオなどと同様のものでございますので、町民おのおので準備していただ

くことを推奨し、町民の防災意識を高めることにつなげてまいりたいと存じます。 

 また、大規模災害等が発生した際には、被災者等の通信の確保を目的といたしまして、

利用及び管理等に関する協定が締結されております。各携帯電話会社におきましては、

過去に発生いたしました大規模災害において、被災した地域の災害対策業務や被災者の

利用のため、避難所等へ携帯電話や充電器等の貸し出しが行われておりますので、当町

におきましても、有事の際はこれらの協力を得られるよう、関係各所との連携を密にし

てまいりたいと存じます。以上でございます。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） 養老町消防本部の観測では、台風21号における最大瞬間風速

は、９月４日、東南東の風により正午から１時間ごとに秒速20.4メートル、21.4メート

ル、31.1メートル、24.2メートル、25.5メートル、20.2メートル、25.5メートルと記録

をされています。ピーク時は午前２時の秒速31.1メートルと約６時間以上も秒速20メー



－５６－ 

トル以上の風が町内で吹き荒れたことになります。 

 そうした中、自助では、外に出ない。停電に備え浴槽に水を張る。夕食の準備を朝か

らつくりおいたとの声も聞かれました。共助では、停電していない家庭にお風呂をもら

いに行った。夕食の世話になった。子供が不安がるので、友達の家で一緒に寝かせても

らった。老人宅の買い物を午前中に買ってきてあげたという声も聞きました。 

 それでは、公助はどうだったのでしょうか。住民が一番知りたかった、いつ電気が復

旧するのか。今町内のどこで、何で停電しているのか。本来、住民の知りたい情報が全

く伝達されなく、町は傍観者かとの声も寄せられました。なぜ防災無線や連動している

防災ラジオへの知りたい情報を流さなかったのか。今ほど答弁がありましたが、中電の

もとで大変慎重な上に情報を入れることができなかったということですけれども、やは

り再度の検討をお願いしたいと思います。 

 先ほど申し上げた町や中電、あるいは警察の責任、私の住む交番の警察官の方は、あ

の強風の中、258号線で交通整理に当たっておられたと聞いています。まさしく命がけ

の公務ですが、町内の交通量の多い交差点には配置はありませんでした。国道優先のマ

ニュアルなのか、どのようなマニュアルなのか、町は知り得ているのでしょうか。その

点をお答えいただきたいと思います。 

 ケーブルテレビでは、今回の台風の経験から、ケーブルテレビが果たす役割を真摯に

検討していると聞いています。町が指定する避難所において、機能を計画的に充実させ

ることだと考えます。限られた防災予算にするのか、求められる防災予算にするのか、

その点、防災予算についての考え方をお聞かせください。 

 電気がついて、安全な水道が出て、食事ができて、安心に眠れる場所があるという、

当たり前だと思っていることがどんなにとうといことなのかを、町民の間で防災につい

て関心が高まっている今こそ責任を持って公助に取り組んでいただきたいと思います。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） それでは、再質問１、２をまとめてお答えをさせていただきたい

と思います。 

 今回、停電が長期にわたったことを受けて、町では防災行政無線を使用して停電の情

報をお知らせすることを検討し、中部電力と協議をいたしました。しかしながら、住民

が一番知りたい情報であった復旧時期について、停電が広範囲にわたっており、明確な

時期がお知らせできないとの回答であったため、今回は防災行政無線を利用した中部電

力からのお知らせを取りやめた経緯がございます。 

 今回の停電を受けて、中部電力大垣営業所と早急な復旧体制の構築や住民からの問い

合わせ窓口の強化、役場との情報連携の充実、中部電力の広報車による広報の強化、町

の防災行政無線の活用のルール化など、今後の対応について協議をいたしました。県内

において、大規模停電時における防災行政無線による広報についての覚書を交わしてい
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る自治体もございますので、今後、そのような覚書を交わすことも検討していまいりた

いと思います。 

 今後も中部電力や警察と連携を密にし、どのような対応ができるか協議してまいりた

いと存じます。 

 防災対策については、住民の生命と生活を守るための重要な施策であると考えます。

議員御指摘のとおり、全避難所において自家発電装置の配備や各避難所の機能を充実さ

せることなど、求められる防災対策を実施していくことが理想ではございますが、限ら

れた予算の中で、でき得る限り最大限の対応を検討してまいりたいと存じます。以上で

ございます。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 水谷久美子君。 

○１３番（水谷久美子君） 答弁漏れの箇所がありますので、後日、また私のほうから担

当課に教えていただきたいと思います。警察の交差点での停電時の配置マニュアルなど

があるかどうかということでございますので、以上、終わらせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 以上で、13番 水谷久美子君の一般質問を終わります。 

 次に、７番 早崎百合子君。 

○７番（早崎百合子君） 議長に発言の許可を得ましたので、通告に従い、２項目につい

て質問させていただきます。 

 １項目め、災害における対応策についてお伺いします。 

 台風21号は、長時間の停電や強風により屋根瓦やフェンスなどが吹き飛ばされたり、

また老木が倒れたり、看板等の破損など、町内にもさまざまな爪跡を残しました。人命

にかかわる災害とならなかったことが何より幸いでしたが、数多くの被害をもたらし、

自然の驚異をまざまざと見せつけられました。近年は災害も多様化し、過去の経験則か

ら外れた予測不能な状況となりつつあるように感じています。 

 台風21号関連では、皆さん御承知のとおり、関西空港の滑走路の水没という異常事態

が発生し、衝撃的な映像が全国に報道されたのは記憶に新しいところであります。また、

時を隔てずして北海道では震度７の巨大地震が発生し、死者・行方不明者多数とともに

全土停電という想定外の事件が起きてしまいました。北海道胆振東部地震と名づけられ

たこの地震の全体像は、まだ詳細がつまびらかにはなっておりませんが、甚大な被害と

なるものと思われます。まさに被害列島とも見えてしまいます。 

 防災が行政の喫緊の課題となり、インフラ整備に多額の資金が投入されてきたにもか

かわらず、防災対策の現状は、住民の財産・生命を守るという意味では完璧ではないこ

とが露呈し、自然災害は人知を超えたレベルで発生する現実を突きつけられてしまいま

した。 

 しかし、手をこまねいているわけにはいきません。微力であっても、やれる限りのこ
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とは最大限やるというのが私たちに課せられた使命であると考えます。そこで、近時発

生した災害から浮かび上がった幾つかの課題について、行政としての対応状況、将来対

応についてお伺いします。 

 災害時の対応については、行政が全てを抱え込むのは、現実的であり得ないことは過

去の災害から明らかになっています。地域住民の役割分担連携が必須になります。これ

らを踏まえて、２点について行政としてどのように考えておられるかをお尋ねいたしま

す。 

 まず１点目の防災対策についてでありますが、予測される災害状況把握について、関

係機関との情報共有、避難準備、避難勧告、避難指示のあり方について、どのような認

識を持っておられるのか。また、災害時、住民への事前・事後の広報について、生命・

財産を守るため、状況周知の広報のあり方について、伝達手段としての防災ラジオの設

置状況等のお考えをお聞かせください。 

 避難所については、施設規模、耐震化、備蓄品の状態などの把握についてどのように

お考えか。そして、これらを踏まえた防災訓練のあり方についてのお考えをお伺いしま

す。 

 続きまして、２点目の災害発生時の対策についてでありますが、被災状況の把握、ま

たガス、電力、飲料水等の確保について、どのようにされるお考えか。特に発生時の自

助・共助・公助のあり方について、また災害時に発生する廃棄物の処理についてであり

ますが、これらへの適切な対応ができないと、復旧・復興の妨げになりかねません。ど

のように対応されるのか、お考えをお聞かせください。 

 また、いわゆる災害ごみの撤去等を適正かつ円滑、迅速に行うための災害廃棄物処理

計画の策定状況についてお伺いします。 

 以上、明確な御答弁をお願いいたします。 

○議長（大橋三男君） 中島総務課長、答弁。 

○総務部総務課長（中島恵美君） ただいまの早崎議員の御質問に対して、総務課のほう

より回答をさせていただきます。 

 １点目の防災対策についてということでございますが、気象庁や県などの関係機関か

らもたらされるさまざまな情報を集約し、災害の危険性が高まった場合や、さまざまな

状況を勘案しまして、必要に応じて直ちに避難準備、避難勧告、避難指示を発令する体

制を整えております。その際は、防災行政無線（個別受信機）、安心安全メール、町ホ

ームページへの掲載、ケーブルテレビ等、さまざまな情報伝達手段を利用し、迅速に発

信をしております。また、現在個別受信機につきましては約300台設置され、防災ラジ

オにつきましては約1,000台購入されております。 

 また、先日の台風21号発生時におきましては、町内の大規模な停電が発生し、復旧に

多大なる時間を費やした地域もございました。停電時に住民が情報を得る手段は、携帯
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電話を利用した電話による問い合わせかホームページに限られますが、携帯電話を持っ

ていない、または使いこなせない高齢世帯等におきましては、情報を得る手段がなかっ

た状況を踏まえ、中部電力と町の防災行政無線を活用して停電の情報を伝達できるよう、

ルール化することを今後協議してまいりたいと存じます。 

 続きまして、避難所についてですが、町内の公共施設等の48カ所を指定しており、最

大収容可能人数の想定は２万7,550人と想定されております。しかしながら、災害の種

別によりましては、避難場所としての使用ができない場所や収容可能人数も異なってま

いります。避難所に指定されている施設の耐震化につきましては、こども園の一部など

で耐震化できてないところもございますが、小・中学校などのほとんどの避難所は耐震

化がされております。 

 また、防災備蓄倉庫につきましては、現在、町本部倉庫を拠点といたしまして、地域

ごとに11カ所に設置されており、食料などの備蓄につきましては、県災害時広域受援計

画よる個人備蓄として３日分が目安とされ、また市町村の公共備蓄といたしましては、

被害想定に基づく各市町村の最大避難者数の１日分は確保することとされていることな

どから、町といたしまして、地域防災計画の被害想定のうち、発生の確率が高い南海ト

ラフ巨大地震の想定避難者数、約3,300人を目安に備蓄を進めております。 

 続きまして、防災訓練についてでございますが、昨年度から住民参加型の実践的な訓

練内容に変更しまして、避難所設営訓練のほか、応急手当て訓練、救助資機材取扱訓練、

放水訓練などを実施しております。住民が実際に参加し、行動することで防災意識の向

上につながっているものと存じます。 

 ２点目の災害発生時の対策についてということでございますが、災害ごみに関しまし

ては、後ほど生活環境課長より回答させていただきますので、被災状況の把握について、

電力、ガス、飲料水の確保についてと、発生時の自助・共助・公助のあり方について、

総務課のほうより回答をさせていただきます。 

 被災状況につきましては、職員災害初動マニュアルに基づき、速やかに報告し、集約

する体制を整えております。また、関係機関からもできる限り情報収集し、正確に情報

発信を把握するよう努めております。 

 ライフラインとなる飲料水につきましては、停電時において断水が発生しないよう全

ての水道施設において自家発電設備を備えております。また、災害に備えて車載可能な

給水タンク、500から2,000リットルを15基保管しており、災害等により断水が発生した

場合には、仮設の給水場所を各所に設置することが可能な備えをしております。 

 ライフラインの早期復旧は最も優先されることであり、町といたしましても、関係機

関との情報連携を密にし、町として対応できることをより検討しながら実施してまいり

たいと考えております。 

 また、災害発生時における自助・共助・公助のあり方についてでございますが、一た
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び災害が発生した場合には、公助には限界があり、自分の身を守る自助と地域で支え合

う共助も必要となってまいります。避難勧告等が発令された場合は、各地域の実情に合

った避難行動が必要であり、災害の種類に応じた避難経路や援護が必要な方への地域内

での配慮など、地域の実情に合った避難計画を作成することが重要であると考えており

ます。各地区で洪水ハザードマップについてのワークショップを行うとともに、各地区

の実情を踏まえながら、町と地域住民との協働による避難経路の選定及び防災マップ等

の作成を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 渡辺生活環境課長、答弁。 

○住民福祉部生活環境課長（渡辺章博君） それでは、私どもからは災害廃棄物に関しま

して御回答を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 平成30年７月の豪雨災害におけます廃棄物処理におきましては、県内、関市であると

か、下呂市でございますが、各市の災害廃棄物処理計画に基づきまして、被災翌日には

災害廃棄物の仮置き場を設置し、そして仮置き場におきましては、分別もおおむね良好

であったことから、比較的迅速に処理ができたものと聞いております。 

 災害時に災害廃棄物の初動を迅速に行うためには、仮置き場の確保、そして仮置き場

における廃棄物の分別の徹底など、最新の知見に基づいた災害廃棄物処理計画を策定す

ることが非常に重要であるということを、改めて認識をさせていただいた次第でござい

ます。 

 この災害廃棄物処理計画の策定におきましては、近く発生するとも言われている南海

トラフ巨大地震、そして活断層帯地震などに対しまして、応急対策、復旧・復興対策を

迅速に行うことを目的として、平成26年３月に国が災害廃棄物対策指針、そして平成28

年３月には、県が災害廃棄物処理計画を策定しております。 

 本町におきましても、平成19年６月に水害及び震災廃棄物処理計画を策定しておりま

すが、この平成23年３月の東日本大震災、そして平成28年４月の熊本地震など、近年の

災害はこれまでの知見や想定を超える災害廃棄物を生じさせているところでございます。 

 このことを踏まえまして、平成30年３月に国の災害廃棄物対策指針の改定がなされ、

本年度中に県の災害廃棄物処理計画の改定も予定されていることから、この国・県が策

定しました指針、そして計画との整合性を有した本町の新たな災害廃棄物処理計画につ

いて、平成31年度には策定をする予定としております。 

 この計画におきましては、処理の基本的な方針とスケジュール、そして組織体系及び

協力支援体制など、災害時に発生する廃棄物の処理を円滑、そして迅速に行うことを目

的としております。近年の多様化する災害対策に資することができるよう、有用な計画

策定に努めてまいりたいと思います。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 早崎百合子君。 
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○７番（早崎百合子君） 何点かの質問、詳細に御答弁をいただきました。 

 先ほど水谷議員さんのほうから質問はされておりますので、簡単に２点について再質

問させていただきたいと思います。 

 １点目、町全体で何軒ぐらい長時間停電していたのか。また、停電が長時間だったた

め、養老町民会館と養老中央公民館を施設開放されましたが、利用状況の詳細と今後の

対応についてお伺いします。 

 ２点目、今回、全国各地に甚大な被害を及ぼした台風21号の発生を受け、住民側から

の問い合わせや要望など、行政はその対応に追われたのではないかと推察していますが、

円滑かつ迅速な対応ができるよう、防災全体を所管する専属課の設置、またワンストッ

プ窓口を検討する考えはお持ちなのか、お伺いします。 

○議長（大橋三男君） 中島総務課長、自席で答弁。 

○総務部総務課長（中島恵美君） ただいまの早崎議員の再質問について御回答をさせて

いただきます。 

 １点目の町全体で何軒ぐらい長時間停電していたのか。あと中央公民館の施設開放に

当たり、利用状況と今後の課題についてということでございますが、先ほどの水谷議員

の御質問にお答えさせていただいたとおりでございますが、今回の台風21号により、９

月４日昼ごろから７日の昼ごろにかけて停電し、一時最大で約5,700戸に達しました。 

 今回の長時間にわたる停電に伴いまして、停電が発生しました翌朝５日から中央公民

館及び町民会館の施設を開放いたしました。住民の利用状況につきましては、５日のみ

の利用でございましたが、利用者は12名ございました。 

 今回の施設開放につきましては、停電が長時間にわたったことから、スマートフォン

など携帯電話の充電切れによる災害に関する情報がとれなくなることや熱中症などが懸

念されたため、近隣他市町のどこよりも早く施設開放をいたしましたが、今回の長時間

にわたる停電に伴う人的被害は特段なかったことは幸いであったと存じます。今後につ

きましても、停電の状況に即した対応をしてまいりたいと存じます。 

 ２点目の防災全般を所管する専属の課の設置やワンストップ窓口を検討する考えはあ

るのかということに対するお答えですが、防災につきましては、対応すべき業務が大変

多岐にわたることから、各担当課と連携を密にし情報共有を図るなど、全庁的な対応に

努めております。 

 防災全般を所管する専属の課を設置することにつきましては、それ相応の人員配置が

必要になる上、現在各課においてそれぞれの分野で防災にかかわっているわけでござい

ますので、防災全般を所管する専属の課を一課に集約して行うということは、事実上不

可能であると考えます。 

 今後につきましても、全庁的に横断的な連携を密にし、情報共有を図りながら、災害

における公助の充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。 
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〔７番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 早崎百合子君。 

○７番（早崎百合子君） 詳細の御答弁をいただきました。そこで、提案１点と要望２点

をさせていただきます。 

 提案１点目、防災行政無線の発信は、内容が風向きによって聞き取りにくい場合があ

ります。これからも、台風や豪雨など自然災害の対応について、情報発信は重ねて広報

車の巡回での対応も一つの手段ではないかと考えておりますので、一案として提案して

おきます。 

 続きまして、要望を２点させていただきます。 

 １点目、前回、かつてない長時間の停電が起きました。自然災害であり、電力会社も

不眠不休の復旧工事をされていることは理解しているものの、地区の情報を得る手段が

なかったことが町民に不安を与えたかと思います。中部電力と町の防災行政無線を活用

して、停電の情報を伝達するようルール化することを今後協議するとの御答弁でした。

いつこのような災害が発生するかわかりません。町民の不安を解消する一つの手だてと

して、早急に協議していただくことを要望しておきます。 

 ２点目、災害廃棄物処理計画は、近隣のまちでも既に実施されているのが現実です。

現在岐阜市では、粗大ごみは、通常、品目によってそれぞれ処理手数料がかかりますが、

条例により災害で発生した場合は免除とすると定めてあり、台風被害の粗大ごみの無料

回収の依頼が殺到している。近所から飛ばされたものが敷地内に入ってきたり、回収を

求める依頼が多く、市民の方々は自分で処分しなければいけないと思っていたが、助か

ったと安堵していると新聞報道されていました。養老町は31年度に災害廃棄物処理計画

の策定を予定されています。町民が安心で安全に暮らせるよう努力していただきたいと

思っております。 

 以上、提案と要望をしておき、１項目めの災害時における対応についての質問を終わ

ります。 

 ２項目めに入ります。いわゆる置き勉の対応についてお伺いします。 

 通学時に児童・生徒がたくさんの教科書、参考書等を携行することの弊害が以前から

指摘されておりました。小さな子供たちが、ふつり合いに思える重さのかばんを持ち歩

き、肩凝り、腰痛等の症状を訴えるのは異常なことですし、必要以上の荷物を常に持ち

歩くことで学習効果が向上するとも思えません。 

 問題認識の希薄を指摘されたのか、文部科学省も、ようやく重い腰を上げ、今月上旬、

全ての教材を持ち歩くことなく、自宅学習に不必要な教材を学校に置く、いわゆる置き

勉を認めるなどの対策を検討するよう、各教育委員会に求める方針を決めたと報じられ

ています。 

 大正大学人間学科 白土教授は、体重の20％から30％の荷物を長時間持つと健康に悪
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影響があるという話もある。子供が毎日小学校に苦役のように通うことは見直すべきだ

と話しておられます。当町においての実態も、ほかの市町も同様ではないかと危惧され

ますので、その現状と対応について３点お尋ねをいたします。 

 １点目、教育委員会として、いわゆる置き勉について、どのように考えておられるの

か、そのメリット・デメリットについての認識をお伺いします。 

 ２点目、教育委員会として、児童・生徒の通学状況をどう把握しておられるのか。特

に徒歩通学者、自転車通学者、バス通学者の人数の把握をしているのか。かばん等の種

類について指定をしているのか。また、かばん以外の携行品の状況把握はされているの

か。総体としてどのぐらいの重量を持ち歩いていると予想されているのか。 

 ３点目、現状について何らかの問題意識を持っておられるのか。改善すべき事項があ

るのであれば、今後どのように対応されるのか。 

 また、置き勉を認めた場合、参考書等の保管を誰が責任を持つのか。方法を誤ると紛

失、盗難等が発生し、学校におけるいじめの要因ともなりかねませんが、適切な対応は

どのようにお考えか、３点について明確な御答弁をお願いします。 

○議長（大橋三男君） 教育長 並河清次君、答弁。 

○教育長（並河清次君） それでは、早崎議員の質問にお答えいたします。 

 まず１番目の教育委員会としての置き勉についての考え、メリットとデメリットにつ

いての認識はにつきまして、置き勉については、既に町内の小・中学校で実施しており、

学年会や教科部会で検討・判断し、教職員が共通理解した上で実施しております。 

 小学校では、授業で使う学習用具として、算数セット、生活科探検バッグ、鍵盤ハー

モニカ、リコーダー、絵の具セット、習字道具などを置いております。また、教科書類

に関しましては、英語、道徳、社会科の資料集、地図帳、ふるさと養老テキスト、教科

ごとのファイルなどを学校に置いております。 

 中学校では、授業で使う学習用具として、デザインセット、リコーダー、習字道具、

裁縫道具などを置いております。また教科書類に関しましては、理科や社会の資料集、

地図帳、音楽、保健体育、美術、技術・家庭科の教科書や資料集、進路ファイルや総合

学習ファイル、ふるさと養老テキスト、教科ごとのファイルなどを置いております。 

 また、小・中学校とも進級時においては、年度をまたいで使用するものにつきまして

は、持ち帰らずに学校保管し、次年度に持ち越すようにしております。 

 続いて、メリットについて説明いたします。 

 児童・生徒の成長期に当たる時期に非常に重たいものを持ち続け、長時間歩くことは

体に大きな負担となることが考えられます。体力以上に重いものを持つことで、安定し

た歩行ができず、思いがけない交通事故に巻き込まれることも予想されます。置き勉す

ることによって体への過剰な負担を軽減することができ、安全に登下校できることにつ

ながると考えております。 
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 また、学校に置いてあるので、忘れ物がなくなり、授業に必要なものを全員が使用す

ることができると考えております。 

 次に、デメリットとして考えられることとして、置き勉を推奨することで、制限がな

くなると家庭での学習に必要なものを学校に置いておくということが考えられ、家庭で

の学習習慣の確立や予習・復習、自主学習といった毎日学習の積み重ねができなくなる

ものと考えます。 

 以上、メリットやデメリットを鑑み、各小・中学校では、学習用具や一部の教科書類

を置き勉することを認め、授業と家庭学習の両立を図っております。さらに提出や持ち

運びが児童・生徒にとって負担が多くならないよう、学年だより、学級通信等で保護者

に事前にお知らせするなどしております。 

 ２番目の児童・生徒の通学状況をどう把握しているのかにつきましては、徒歩で通学

している児童・生徒にとって、ランドセルや手で持ち運びする量には限界があると考え

ております。各学校の置き勉の状況を把握し、それが適切な量かどうかを学校で検討・

判断して進めております。 

 既にかなりの学習用具を学校に置いている状況であり、負担は軽減されておると考え

ております。しかし、国語、算数（数学）、理科、社会、英語といったほとんど毎日あ

る強化については、置き勉をすることは難しいと考えております。 

 また、一冊一冊の教科書が大きく分厚くなっていることから、これまで以上に重くな

っており、学校アンケートの保護者の声の中で、一部の方から教科書や学習用具の学校

保管についての御意見をいただいております。 

 徒歩通学者、自転車通学者、バス通学者の人数状況につきましては、徒歩通学者は

1,644人、自転車通学者は563人、バス通学者は59人です。 

 かばん等の種類につきまして、指定をしているのかどうかにつきましては、かばんに

ついては、小学生はランドセル、中学生はそれぞれの学校指定のリュックサック系のか

ばんを使用しております。 

 かばん以外の携行品の状況把握につきましては、中学生は学校指定のサブバッグを使

用しています。体操服などの着がえや部活で必要なものを入れております。季節に応じ

て、夏はプール道具、冬はウインドブレーカー等の防寒具を入れております。必要に応

じて水筒を持参しております。 

 全体でどのぐらいの重量と予想されているのかということにつきましては、小学生か

ら中学生まで学年によりその日によって異なりますが、中学３年生で教科書等を入れた

かばんが５ないし８キロ程度、体操服や水筒などを入れたサブバックが１ないし２キロ

程度と想定をしております。 

 ３番目の現状について何らかの問題意識を持っているのかという質問に関しましては、

各小・中学校とも児童・生徒の通学に関する負担軽減に努力をしていただいております。
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しかし、保護者に対する周知の仕方がまだ徹底しておらず、御心配や御意見をいただい

ている学校もありますので、ＰＴＡ本部役員会が学校運営協議会、町内小・中学校の教

務主任会で置き勉の内容や実施方法、周知や共通理解の方法などについて話し合ってい

ただき、周知してまいりたいと考えております。 

 最後に、置き勉を認めた場合、誰が責任を持つのかという質問に関しましては、これ

までも置き勉を行っており、学校に置いてある勉強道具に関する問題はほとんど起こっ

ておりません。一部の学校においては、児童・生徒が学校にいる間に筆記用具等にいた

ずらされたり、上靴を隠されたりするといった問題が起こっております。個人ロッカー

を準備するということも考えられますが、場所的にも費用的にも難しいと思われます。

学校に何が置いてあるかは児童・生徒が各個人で把握し、学校に置いてあるものに関し

ましては、学校が責任を持って管理してまいります。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 早崎百合子君。 

○７番（早崎百合子君） いろいろ詳細を説明していただきました。置き勉については、

置き勉の状況を把握して、それが適切な量かどうか、学年会や教育委員会で検討・判断

し、教職員が共通理解の上で、町内全小・中学校で既に実施されているとのことです。

また、保護者に対する周知の仕方まで徹底していないとの答弁もございました。 

 また、メリット・デメリットについての詳細を明確に御答弁いただきました。まだま

だ検討課題と周知されなければいけないことがあると感じております。 

 そこで、再質問させていただきます。 

 平成28年10月、文部科学省は2020年度に向けた教育の情報化に関する懇談会、最終ま

とめ教育の情報化加速プランを発表しております。それによりますと、段階的にＩＣＴ

環境を整備し、将来的には１人１台のタブレットを導入していくことが示されておりま

す。タブレットが導入されれば、児童・生徒の登下校の負担が軽減されると考えますが、

教育委員会としての考えをお伺いします。 

○議長（大橋三男君） 教育長 並河清次君、自席で答弁。 

○教育長（並河清次君） 再質問についてお答えいたします。 

 今お話にあったように１人１台のタブレットが整備されれば、学校の授業をデジタル

黒板で行うことで教科書は家に置いておき、ノートだけを持参することで学習が進めら

れるようになります。資料集や地図帳などもデジタル化されれば学校保管物品も少なく

なると考えます。ただし、全額国の予算で全ての児童・生徒に同時に配付していただけ

ればよいのですが、これまでは市町村に任されている部分が多く、市町村による格差が

生じている現状です。 

 また、タブレットの使用につきましては、幼少期からのデジタル画面を見詰め続ける

ことになり、視力の低下や急性内斜視などの視力異常、ストレートネックによる首や肩



－６６－ 

の痛み、電磁波による脳への影響が心配されております。 

 また、教育上望ましくない使い方をしないよう指導するなど、児童・生徒の健康面・

安全面についての十分な配慮が必要であり、使用の仕方については十分検討していくべ

きであると考えております。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 早崎百合子君。 

○７番（早崎百合子君） これは要望でございますが、文部科学省は全国の教育委員会な

どに従来の学校の対応を見直し、教科書や教材は、宿題、授業の予習・復習などの家庭

学習を進める上で重要だとしながらも、児童・生徒に何を持ち帰らせるか、何を学校に

置いたままにするのか、保護者とも連携し、通学上の負担などを考慮して各学校で判断

するように求められました。 

 町内でも、地域や各学校において温度差があると思いますので、柔軟な対応をしてい

ただきますようお願いをして、２項目めの、いわゆる置き勉の対応についての質問を終

わります。 

 以上で一般質問の内容を終わります。 

○議長（大橋三男君） 以上で、７番 早崎百合子君の一般質問を終わります。 

 これより暫時休憩といたします。再開は11時15分といたします。 

 また、議員の皆様は議員控室にお集まりください。傍聴者の皆様につきましては、４

階の大会議室で御休憩ください。 

（午前10時58分 休憩）  

（午前11時13分 再開）  

○議長（大橋三男君） それでは、休憩を解き再開をいたします。 

 先ほどの水谷議員の質問に対しまして、高橋建設課長より発言の申し出がありました

ので、発言を許します。 

 高橋建設課長。 

○産業建設部建設課長（高橋正人君） 失礼します。 

 先ほど水谷議員の御質問にありました停電時の警察の交通整理マニュアルにつきまし

て御回答申し上げます。 

 先ほど養老警察署に確認をいたしまして、停電の規模、時間帯によりましてケース・

バイ・ケースであるということでございまして、特に詳細なマニュアルはないというこ

とでございます。 

 今回の台風21号の停電におきましては、対応できる人数にも限りがあるということも

ございまして、町内の幹線道路で交通整備をしないと特に危険な箇所を優先して対応し

たという回答でございました。 

 私からは以上でございます。 



－６７－ 

○議長（大橋三男君） それでは、一般質問に戻ります。 

 次に、２番 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 議長より指名をいただきました。今回は２つの項目について質問

を行います。 

 まず１つ目、大型作業場における不適切な公金処理の対応を受けて、この件について

少し経緯を整理して説明します。 

 今回の問題は、ことし５月末に有志の議員のもとに匿名の投書が届きました。内容は

今回の問題に関する内部リークでした。その後、関係課への調査を行い、内容が事実で

あることが判明しました。 

 この調査時点において、町は問題を把握していましたが、公表はされていませんでし

た。町として調査を行っている最中とのことで、報告を待ってほしいとのことでした。 

 待つこと８月末、投書の届いた有志議員に対し、報告がなされました。その後、つい

先日の９月の議会全員協議会において報告があり、その後、メディアによる報道という

流れになりました。 

 まず１点目、今回、通帳残高と領収書等で整合性がとれなかった使途不明金がありま

す。問題発覚後、担当課の課長がその不明額の全額を弁済したと報告されました。この

ような手法による処理は、少々の問題であれば、つじつまを合わせることで内密に処理

できるという問題の隠蔽化にもつながるものであり、適切な処理とは言いがたいと考え

ます。 

 実際に町はかなり早い段階でこの問題を把握しながら、我々が問題の調査を行うまで

公表する姿勢はありませんでした。問題解決に対して、担当課長による弁済という方法

について、町の見解を求めます。 

 次に２点目、町職員が取り扱っていた通帳についてお伺いします。 

 問題発覚当時の通帳の名義についてお答えください。 

 次に３点目、今回の問題に対し調査を行ったのは、役場内でつくる公金等管理適正化

検討委員会です。役場内だけなく、第三者による調査委員会等を立ち上げる考えがある

か、お答えください。 

 以上の３点について回答を求めます。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） 岩永議員の御質問に、私のほうでは１点目と、それから３点目に

ついて。まず、担当課長による損害補填についてということでございます。 

 本来あるべき通帳残額と実額との間で不足が生じた分について、当時の担当課長の申

し出により損害補填をされましたけれども、今回のケースにおける損害補填については、

水谷議員の質問にもお答えしておりますけれども、適正に処理されたものと考えおりま

す。 
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 それから第三者による調査についてでございますけれども、不適切な事務処理が発覚

して以来、速やかに所管課において通帳や関係書類の確認及び調査、担当職員への聞き

取り等を行った上、事態の全容解明に努め、調査内容の精査を行いました。 

 また、公金等管理適正化検討委員会において、職員への聞き取りや関係書類等の確認

並びに検算等、最終報告があったもので、内部調査ではありましたが、調査としては手

を尽くし、調査結果は精度が高いものであり、審議をするには十分な内容であったと考

えております。 

 これを受けて、町では公金等の取り扱いについての再点検を指示し、職員に対してチ

ェックマニュアルを配付し周知・徹底を図ったところでございます。これに並行し、関

係者の懲戒処分も検討していく必要があるとして、当事者及び関係者から聞き取り調査

を行った上で懲戒処分審査委員会を開催し、処分の内容を審議・決定いたしました。 

 また、大型作業場運営委員会においても、町が行った調査内容や結果報告に対して御

了承いただいており、同委員会としても、これ以上の調査実施は望んでおられないこと

も踏まえ、第三者による調査が必要なのではないかという御質問でございますが、現時

点においては、第三者による調査の実施は考えておりません。 

 ２番目の質問につきましては、農林振興課長のほうで答弁させていただきます。 

○議長（大橋三男君） 松岡農林振興課長、答弁。 

○産業建設部農林振興課長（松岡弘泰君） 失礼いたします。 

 ２番目の通帳の名義に関することに関しましては、担当課の農林振興課のほうからお

答えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず通帳の名義が変更されていなかったことにつきましては、担当課として事務の怠

慢によるものであり、この点につきましては、大変申しわけなかったと考えております。

申しわけございませんでした。 

 また、通帳の名義につきましては、当時の担当課長名義となっておりましたが、先日、

大型共同作業場運営委員会の代表者名義というふうに変更させていただいたところでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 再質問を行います。 

 当町では、過去、当時斎苑問題を起こした当該の町職員が斎苑使用料の現金、これが

盗難に遭い、その被害額を全額弁済することで、町長初め町執行部により秘密裏に処理

されたという経緯があります。この件は、後に議会が取り組んだ斎苑特別委員会による

調査の中で発覚しました。職務上起きた問題の解決のために、本人や上司が弁済するこ

とでよしとし、問題を公表しないという姿勢は、斎苑問題のときから何も変わっていな

いじゃないですか。 
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 今後、今回と同様の問題が起きたときには、被害額がたとえ100万円でも、200万円で

も、上司である課長が弁済するということになりかねないです。本当にそれで適切だと

言えるのでしょうか。これは斎苑問題を担当している副町長がお答えください。 

 次に、通帳の名義が通帳作成当時の課長であるとの答弁でした。誰にそんたくをして

名前を言わないのかわかりませんが、問題発覚当時使われていた通帳の名義は、この通

帳作成当時は公務を担当する町職員で、現在の養老町議会議長の大橋三男氏です。９月

の全員協議会での報告時には氏名を公表したのに、この場では言えない。誰かにストッ

プでもかけられたんでしょうか。 

 いずれにしても、名義が議会議長の通帳を役場の施設の現金管理のために役場職員が

使用していた。これ、行政内で行われていたんです。そんなことあり得ますか。何がど

うなってそういう事態になっているのか理解に苦しみます。通常は、担当者がかわれば

通帳名義はすぐに変更しているはずです。これは役場だけではなく、例えば地域の活動

費を取り扱う通帳等でも、役員が交代したら名義も変更しているはずです。 

 大型作業場ができたときから、町職員がお金の管理をしていたということですので、

最初はまた別の当時の課長の名義であったのだろうと想像します。施設開設当時からの

役場職員が管理していた通帳名義の変遷について、時系列でお答えください。 

 また、担当課長であった大橋三男氏、現養老町議会議長が役場を退職後、町議会議員

に当選された後も、それまでの取り扱いのように新課長の名義に変更するということを

せず、実にこれまで約８年もの間、そのまま使用していたのはなぜなのか、お答えくだ

さい。うっかり忘れていたなんて話では済まない問題です。 

 不思議でおかしなことがたくさんある今回の問題において、副町長を初めとして一握

りの町幹部による内々の調査だけでは不十分です。これでは町民は納得しません。やは

り何が起きていたのか、はっきりさせる必要があると考えます。 

 現時点で課長が弁済した使途不明金の内容の精査すらできていないのに、結論を出し

て終わりにしてしまうんです。この部分が不明のままで一体何の結論を出したのでしょ

うか。施設管理に使用されたとする使途不明金の内容がわかれば、弁済金を課長に返し

てあげることもできます。ちゅうちょすることなく第三者を入れた委員会を設置して真

相の解明を行ってください。 

 以上３点、弁済の件、通帳の名義、第三者委員会の設置、これらの再質問の答弁を求

めます。 

○議長（大橋三男君） 副町長 柏渕裕昭君。 

○副町長（柏渕裕昭君） それでは、岩永議員の１点目と３点目ですね。回答をさせてい

ただきます。 

 今回は組合の経理であるため公金ではございませんが、役場職員が業務に携わってい

るため、公金に準ずる形で公金等管理適正化検討委員会や懲戒処分審査委員会を開催し、
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十分な調査や審議を経た調査結果に基づき関係者の処分内容を決定いたしました。 

 弁済につきましては、当初関係者による弁償が基本と考えていましたが、今回は元担

当課長から弁済をしたい、そういった申し出によるものでありまして、適切な処理であ

ったと認識しております。 

 また、今後このような事案があってはならないことでありますが、万が一発生した場

合には、今回と同様に公金等管理適正化検討委員会や懲戒処分審査委員会などを通じて

全容解明を行い、また公表もし、法に基づき厳正に対処してまいりたいと存じます。 

 それから、第三者委員会の調査ということでございますが、本来あるべき通帳残高と

実額との間で不足した分が生じました。先ほども申し上げたとおり、所管課における関

係書類の確認及び担当職員への聞き取り等による調査や、公金等管理適正化検討委員会

における関係書類等の確認や検算等、調査としては手を尽くし、調査結果は精度が高い

ものだというふうに考えております。 

 また、組合の経理に対しまして、第三者による調査を行うことにつきましては、大型

共同作業場運営委員会におきまして、これ以上の調査実施は望んでおられず、町が行っ

た調査内容や結果報告に対し御了承をいただいていることも踏まえまして、現時点にお

いては第三者による調査の実施は考えておりません。 

 また、現在、公金等管理適正化検討委員会の構成委員は内部職員のみでありますけれ

ども、顧問弁護士など外部の有識者を委員とすることも視野に入れて検討してまいりた

いと存じます。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 松岡農林振興課長、自席で答弁。 

○産業建設部農林振興課長（松岡弘泰君） 失礼いたします。 

 通帳の具体的な名義についての再質問ということでお答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたように、具体的な通帳の名義につきましてです

が、当時の担当課長というふうでお答えさせていただきました。その課長様につきまし

ては、既に退職されておるということでございますので、具体的なお名前については回

答を差し控えさせていただいたというところでございます。 

 また、その名義が変更されていなかったということに関しましては、事務手続を怠っ

ていたということしか原因がないということで、まことに申しわけございませんでした。

それに関しまして、当時の名義が残っていた課長さんに何ら責任とか、落ち度があった

わけではございませんので、その辺につきましては、御理解いただきたいというふうに

考えております。 

 なお、現在の通帳の名義は運営委員会の代表者のお名前というふうで、僭越ですけど、

変更させていただいたところでございます。 

 また、これまで名義変更が行われていなかったということに関しまして、当時の名義

が残っておりました課長さんの後も数名課長がかわっておりますので、その段階で名義
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変更を、議員おっしゃるとおり手続をするのが当然でございますが、そこが事務を怠っ

ていたということに関しまして、今の担当しております私のほうから改めておわび申し

上げたいと思っております。 

 特に今回のように退職された職員の方にまで御迷惑がかかるような事態になりました

ので、非常に申しわけなく思っておるところでございます。課長がかわる都度、名義変

更をすべきでございましたが、組合の通帳といいますか、運営委員会の通帳のお金の出

し入れを行う際に、事務手続上支障がなかったということで、手続が先延ばしになって

いたということが原因だと思いますが、まことに申しわけございませんでした。以上で

ございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） まず課長による弁済という手法は、今後の当町の基本姿勢になる

ということですね。また、もし執行が主張するように、本人が知らないところで勝手に

その人物の名義を使用していたのだとすれば、歴代の町職員による違法行為の可能性も

考えられますが、現大橋議長の名義であった通帳の件は、このままうやむやにするので

すね。 

 最後に、今回、所属の上司である担当課長の責任等はやたらと主張されておられるよ

うですが、最高責任者で、行政の長である町長が何の責任もとっていません。処分を受

けたのは職員だけです。責任を部下に押しつけたかのような形になっていますが、本来、

行政の長である町長が真っ先に責任をとる必要があるのではないでしょうか。町長御自

身の責任のとり方について、どうされるのかお聞きしたいと思います。 

 ルール上、これで最後の質疑になりますので、ごまかすことなく最後の３点の再々質

問について、明確な答弁を求めます。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 

○町長（大橋 孝君） まず１点目の当時の課長のままでおったということに関しては、

先ほども農林振興課長のほうから答弁をさせていただきましたけれども、その当時の課

長には、何ら……。 

○２番（岩永義仁君） １点目と違いますよ。 

○町長（大橋 孝君） 後先になってごめんなさい。まずそちらのほうから先にお答えを

させていただきたいと思います。 

 課長の名義であったというのは、よく区長会等のものも個人名で通帳をつくるという

ことがあって、その当時はごく普通に課長名義で通帳をつくったんだろうというふうに

思います。逆にその後、名義を変えなかったということは、当時の課長に対して、非常

に迷惑をかけたということに尽きるというふうに考えております。その方に何ら落ち度

があったわけでもなかったし、今回、初めてこの問題に対して不適切な事務処理が発覚
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したわけであって、かつては適正に処理をされていたということも明白でございますの

で、その点でだけはきちんと御報告は申し上げておるところでございます。 

 それから、２点目の私自身の責任についてということではございますけれども、先ほ

ども申し上げましたとおり、所管課や公金等管理適正化検討委員会における調査は手を

尽くしました。調査結果は精度が高いものであると私も考えております。現時点におい

て第三者による調査等の実施も考えておりません。 

 また、懲戒の調査委員会のほうも、意見を聞いて決定をしたということで、今回の懲

戒処分の決定については発表のとおりだということで、適正に処理をされたものである

という認識をいたしているところでございます。 

 今回のことは町民の信頼を裏切るという行為であったことは認識をしており、今後は

二度とこのようなことがないよう、法令を遵守すべき公務員であることを全職員に改め

て認識させ、再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

○２番（岩永義仁君） いやいや、課長の弁済が当町の今後の基本姿勢になるのかという

話と、町長の責任のとり方についてまだお答えいただいておりませんが。 

○町長（大橋 孝君） それは先ほど答えましたように、調査委員会のほうで調査をし、

決定をしておりますので、私はその意見を尊重して処分をさせていただいたということ

でございますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 次の質問に入ります。 

 危険なブロック塀への対応について。 

 ８月の臨時議会において、子供たちの夏休みが終わる前にということで公共施設等に

あるブロック塀の調査に関する緊急質問が行われました。その後、担当課により通学路

におけるブロック塀の調査が行われ、議会全員協議会において調査結果の報告が行われ

ました。町内の通学路上には、実に多くの危険な状態のブロック塀が存在しているとい

うことが判明しています。そこで以下について質問を行います。 

 まず１つ目、通学路上に存在する危険ブロック塀の周知はどのように行うのか。 

 ２つ目、これらの危険箇所を回避する通学路の検討は行っているのか。 

 ３つ目、危険な状態のブロック塀の所有者に対する今後の対応について。 

 ４つ目、危険なブロック塀を除去する際の補助金の考え。 

 以上の４点について御回答ください。 

○議長（大橋三男君） 高橋建設課長、答弁。 

○産業建設部建設課長（高橋正人君） ただいまの岩永議員の質問に関しまして、私から

は１番と３番につきまして、実務的な内容が含まれますので御回答申し上げます。 

 まず１番の周知方法につきましてでございます。 
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 ブロック塀の所有者へは、広報紙やホームページなどで地震の際にブロック塀の倒壊

により、通行人への被害や、避難・救助活動の妨げになる可能性があるため、日ごろか

ら所有者の責任による適切な管理を図られるよう周知してまいりました。今後も引き続

き周知してまいりたいというふうに考えております。 

 ３番目でございますが、所有者への今後の対応につきましてでございます。 

 通学路にあるブロック塀につきましては、８月20日から30日までの間に職員が目視点

検を行いまして、塀の高さ2.2メートルを超えるもの、傾き、ひび割れが確認できるも

のにつきまして、「お宅の塀は危険である可能性があります」などのお知らせ文書を投

函いたしました。 

 今回、ブロック塀のお知らせ文書を投函した方を含め、当町にお問い合わせがあった

場合は状況を再度確認いたしまして、建築士や西濃建築事務所などの専門家の指導を受

けていただくようにお願いをしているところでございます。 

 お知らせ文書を投函しなかったところにつきましては、経過観察といたしまして、今

後は必要に応じブロック塀の状況が悪化していないか調査し、所有者へは同様のお知ら

せをしてまいりたいというふうに考えております。 

 私からは以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 佐藤教育委員会事務局長、答弁。 

○教育委員会事務局長兼教育総務課長兼スポーツ振興課長（佐藤嘉但君） それでは、私

のほうから２番目の御質問、危険ブロック塀を回避する通学路の変更というか、検討に

ついてお答えさせていただきます。 

 通学路につきましては、児童・生徒が安全に安心して登下校できるルートを学校、保

護者、区で検討され、決定されております。通学路の安全・安心に関する基準には、横

断歩道や歩道、信号機が設置されているかどうか、交通量が多く危険ではないか、人通

りが少なかったり、暗くなったりして不審者が出没する危険性がないかなど、それらを

総合的に効果・判断され決められております。 

 これまで通学路を決められる段階で、危険なブロック塀や通学路にかかるかもしれな

い廃屋（空き家）、老朽した塀、危険建造物などにつきまして、十分に検討されていな

かった可能性もあると考えております。 

 また、その当時大丈夫であっても老朽が進んできているということも考えられます。

ブロック塀での死亡事故を受けまして、再度このような視点から通学路の見直しをお願

いしていきたいと考えております。 

 ＰＴＡ役員や区長の協力を得ながら、建設課の調査資料結果をもとにいたしまして、

これらの点を総合的に判断していただき、より安全な通学路になりますよう進めていき

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（大橋三男君） 養老町長 大橋孝君。 



－７４－ 

○町長（大橋 孝君） 最後になりましたけれども、補助金の考え方についてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 ブロック塀の補助金につきましては、各市町の状況はさまざまでございます。もとも

と町並みの景観や緑化保存のためにブロック塀除去の補助金制度があるというところが

多いように思われます。各市町におきましては、現在の建築基準に合わないところへ補

助金を支出するといったところが、ブロック塀の補助金を制度化しない主な理由となっ

ていると思われます。 

 今後、補助金に関しましては、国が町の通学路等について、民間のブロック塀の点検

を義務化するような報道もございます。また、県においてもブロック塀除去の補助金も

検討するような情報も入っておりますので、当町におきましても、その動向により必要

に応じて対応をしてまいりたいと存じます。以上でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（大橋三男君） 岩永義仁君。 

○２番（岩永義仁君） 順次対応いただけるとの答弁かと思います。養老の未来を担う子

供たちの安全のためにも、この場だけの言葉で終わらせることのないよう、スピード感

を持って適切に取り組んでください。このことを指摘して、今回の私の一般質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（大橋三男君） 以上で、２番 岩永義仁君の一般質問を終わります。 

 これで日程第３、町政一般に関する質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（大橋三男君） 会議を閉じます。 

 なお、議会最終日は、あす９月27日木曜日午前９時30分より再開をいたします。本日

は御苦労さまでございました。 

（散会時間 午前11時45分）  
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 以上、会議の次第をここに記録し、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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